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法
律 

政
令 

省
令 

告
示 

○
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
） 

   

（
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
用
資
産
等
の
特
別
償
却
） 

第
十
一
条
の
四 

青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
個
人
で
環
境
と
調

和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立
の
た
め
の
環
境
負
荷
低

減
事
業
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
三

十
七
号
）
第
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
十
一
条
第
一
項
の
認
定

を
受
け
た
同
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
農
林
漁
業
者
（
当

該
農
林
漁
業
者
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
構
成
員

等
（
同
項
に
規
定
す
る
構
成
員
等
を
い
う
。）
を
含
む
。）
で
あ

る
も
の
が
、
同
法
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
、
当
該
認
定
に
係
る
次
に
掲
げ
る
機
械
そ
の
他
の

減
価
償
却
資
産
の
う
ち
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
環
境
負
荷

の
低
減
に
著
し
く
資
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（

政
令
で
定
め
る
規
模
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三

項
に
お
い
て
「
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
用
資
産
」
と
い
う
。

）
で
そ
の
製
作
若
し
く
は
建
設
の
後
事
業
の
用
に
供
さ
れ
た
こ

と
の
な
い
も
の
を
取
得
し
、
又
は
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
用

資
産
を
製
作
し
、
若
し
く
は
建
設
し
て
、
こ
れ
を
当
該
個
人
の

同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
又
は
同

法
第
十
五
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
環
境
負
荷
低

減
事
業
活
動
の
用
に
供
し
た
場
合
（
所
有
権
移
転
外
リ
ー
ス
取

引
に
よ
り
取
得
し
た
当
該
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
用
資
産

を
そ
の
用
に
供
し
た
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
そ
の
用
に
供
し

た
日
の
属
す
る
年
に
お
け
る
当
該
個
人
の
事
業
所
得
の
金
額

の
計
算
上
、
当
該
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
用
資
産
の
償
却
費

と
し
て
必
要
経
費
に
算
入
す
る
金
額
は
、
所
得
税
法
第
四
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
環
境
負
荷
低
減
事
業

○
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年

政
令
第
四
十
三
号
） 

            

（
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
用
資
産
等
の

特
別
償
却
） 

第
六
条
の
二
の
二 

法
第
十
一
条
の
四
第
一

項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
機

械
そ
の
他
の
減
価
償
却
資
産
の
う
ち
同
項

に
規
定
す
る
環
境
負
荷
の
低
減
に
著
し
く

資
す
る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定

め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
十
一
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る

政
令
で
定
め
る
規
模
の
も
の
は
、
一
の
設
備

等
（
同
項
各
号
に
規
定
す
る
設
備
等
を
い
う

。
）
を
構
成
す
る
機
械
そ
の
他
の
減
価
償
却

資
産
の
取
得
価
額
（
所
得
税
法
施
行
令
第
百

二
十
六
条
第
一
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
計

算
し
た
取
得
価
額
を
い
う
。
）
の
合
計
額
が

百
万
円
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

○
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭

和
三
十
二
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
） 

 

○
環
境
負
荷
低
減
事
業
用
資
産
及
び
基
盤
確

立
事
業
用
資
産
に
つ
い
て
農
林
水
産
大
臣
が

定
め
る
基
準
（
令
和
四
年
農
林
水
産
省
告
示

第
千
四
百
五
十
五
号
） 

              

（
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
用
資
産
） 

第
一
条 

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
六

条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
第
二
十
八
条

の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
大

臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。 

一 

認
定
基
盤
確
立
事
業
（
環
境
と
調
和

の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立
の

た
め
の
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
の

促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法

律
第
三
十
七
号
。
以
下
「
促
進
法
」
と

い
う
。
）
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
認

定
基
盤
確
立
事
業
を
い
う
。
）
に
よ
り

製
作
さ
れ
た
機
械
等
（
機
械
若
し
く
は

装
置
、
器
具
若
し
く
は
備
品
又
は
こ
れ

ら
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら

ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
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活
動
用
資
産
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
償
却

費
の
額
と
そ
の
取
得
価
額
の
百
分
の
三
十
二
（
建
物
及
び
そ
の

附
属
設
備
並
び
に
構
築
物
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
十
六
）
に
相

当
す
る
金
額
と
の
合
計
額
以
下
の
金
額
で
当
該
個
人
が
必
要

経
費
と
し
て
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
環
境
負

荷
低
減
事
業
活
動
用
資
産
の
償
却
費
と
し
て
同
項
の
規
定
に

よ
り
必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
る
金
額
を
下
る
こ
と
は
で
き
な

い
。 

一 

環
境
と
調
和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立
の
た
め

の
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第

二
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
環
境
負
荷
低
減
事
業
活

動
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
同
法
第
十
九
条
第
四
項
に
規

定
す
る
設
備
等
を
構
成
す
る
機
械
そ
の
他
の
減
価
償
却
資

産 

二 

環
境
と
調
和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立
の
た
め

の
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第

二
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
環
境
負
荷
低
減

事
業
活
動
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
同
法
第
二
十
一
条
第

四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
設
備
等
を
構
成
す
る
機
械
そ
の

他
の
減
価
償
却
資
産 

 

の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。 

⑴ 

慣
行
的
な
生
産
方
式
と
比
較

し
て
、
化
学
的
に
合
成
さ
れ

た
肥
料
又
は
農
薬
の
施
用
又

は
使
用
の
減
少
に
資
す
る
機

械
等
（
基
盤
確
立
事
業
実
施

計
画
（
促
進
法
第
三
十
九
条

第
一
項
に
規
定
す
る
基
盤
確

立
事
業
実
施
計
画
を
い
う
。

ハ
及
び
次
条
第
二
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
係
る
促
進
法
第

三
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
認
定
の
際
、
複
数
の
営

農
条
件
で
有
効
性
の
確
認
が

行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
） 

⑵ 

環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
（

促
進
法
第
二
条
第
四
項
に
規

定
す
る
環
境
負
荷
低
減
事
業

活
動
を
い
い
、
化
学
的
に
合

成
さ
れ
た
肥
料
及
び
農
薬
の

施
用
及
び
使
用
を
減
少
さ
せ

る
技
術
を
用
い
て
行
わ
れ
る

生
産
方
式
に
よ
る
事
業
活
動

に
限
る
。
）
の
安
定
に
不
可
欠

な
機
械
等 

ロ 

当
該
機
械
等
の
属
す
る
型
式
区

分
（
当
該
機
械
等
に
係
る
基
盤
確
立

事
業
（
促
進
法
第
二
条
第
五
項
に
規

定
す
る
基
盤
確
立
事
業
を
い
う
。
ハ

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
実
施
す
る
者

が
生
産
し
た
同
一
の
種
別
に
属
す

る
機
械
等
を
型
式
そ
の
他
の
事
項

に
よ
り
区
分
し
た
場
合
の
各
区
分

を
い
う
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

係
る
販
売
が
開
始
さ
れ
た
日
が
、
租

税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
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律
第
二
十
六
号
）
第
十
一
条
の
四
第

一
項
又
は
第
四
十
四
条
の
四
第
一

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

す
る
農
林
漁
業
者
（
促
進
法
第
二
条

第
三
項
に
規
定
す
る
農
林
漁
業
者

を
い
う
。
）
が
当
該
機
械
等
を
導
入

し
た
日
の
十
年
前
の
日
の
属
す
る

年
度
（
そ
の
年
の
一
月
一
日
か
ら
十

二
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
を
い

う
。
）
開
始
の
日
以
後
の
日
で
あ
る

こ
と
。 

ハ 

基
盤
確
立
事
業
実
施
計
画
に
係

る
促
進
法
第
三
十
九
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
日
ま

で
の
当
該
機
械
等
の
国
内
に
お
け

る
累
計
販
売
台
数
が
、
当
該
機
械
等

に
係
る
基
盤
確
立
事
業
を
実
施
す

る
者
が
生
産
し
た
旧
型
式
区
分
（
当

該
機
械
等
の
属
す
る
型
式
区
分
に

次
い
で
新
し
い
型
式
区
分
（
当
該
機

械
等
と
同
一
の
種
別
に
属
す
る
機

械
等
の
型
式
区
分
に
限
る
。
）
を
い

う
。
以
下
、
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
属
す
る
機
械
等
の
国
内
に
お
け

る
累
計
販
売
台
数
を
下
回
っ
て
い

る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
機
械
等
に

係
る
基
盤
確
立
事
業
を
実
施
す
る

者
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
の

限
り
で
は
な
い
。 

二 

前
号
に
該
当
す
る
機
械
等
と
一
体

的
に
整
備
さ
れ
た
建
物
等
（
建
物
及
び

そ
の
附
属
設
備
並
び
に
構
築
物
を
い

う
。
次
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

で
あ
る
こ
と
。 

 

２ 

青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
個
人
で
環
境
と
調
和
の
と
れ
た

食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立
の
た
め
の
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動

の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
九
条
第
一
項
の
認
定
を
受

３ 

法
第
十
一
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る

政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
機
械
そ
の
他
の
減

価
償
却
資
産
の
う
ち
同
項
に
規
定
す
る
環

   

（
基
盤
確
立
事
業
用
資
産
） 

第
二
条 

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
六

条
の
二
の
二
第
三
項
及
び
第
二
十
八
条



 

4 

け
た
も
の
が
、
同
法
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
、
当
該
認
定
に
係
る
同
法
第
四
十
条
第
三
項
に

規
定
す
る
認
定
基
盤
確
立
事
業
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
同

法
第
三
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
設
備
等
を
構
成

す
る
機
械
そ
の
他
の
減
価
償
却
資
産
の
う
ち
同
法
第
二
条
第

四
項
に
規
定
す
る
環
境
負
荷
の
低
減
を
図
る
た
め
に
行
う
取

組
の
効
果
を
著
し
く
高
め
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も

の
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
基
盤
確
立
事
業
用
資

産
」
と
い
う
。
）
で
そ
の
製
作
若
し
く
は
建
設
の
後
事
業
の
用

に
供
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
も
の
を
取
得
し
、
又
は
基
盤
確
立
事

業
用
資
産
を
製
作
し
、
若
し
く
は
建
設
し
て
、
こ
れ
を
当
該
個

人
の
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
基
盤
確
立
事
業
（
同
項
第
三
号

に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
し
た
場
合
（
所
有
権
移

転
外
リ
ー
ス
取
引
に
よ
り
取
得
し
た
当
該
基
盤
確
立
事
業
用

資
産
を
そ
の
用
に
供
し
た
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
そ
の
用
に

供
し
た
日
の
属
す
る
年
に
お
け
る
当
該
個
人
の
事
業
所
得
の

金
額
の
計
算
上
、
当
該
基
盤
確
立
事
業
用
資
産
の
償
却
費
と
し

て
必
要
経
費
に
算
入
す
る
金
額
は
、
所
得
税
法
第
四
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
基
盤
確
立
事
業
用
資
産
に

つ
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
償
却
費
の
額
と
そ
の

取
得
価
額
の
百
分
の
三
十
二
（
建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備
並
び

に
構
築
物
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
十
六
）
に
相
当
す
る
金
額
と

の
合
計
額
以
下
の
金
額
で
当
該
個
人
が
必
要
経
費
と
し
て
計

算
し
た
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
基
盤
確
立
事
業
用
資
産

の
償
却
費
と
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
経
費
に
算
入
さ

れ
る
金
額
を
下
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

３ 

第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
用
資
産
又
は
前
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
基
盤
確
立
事
業
用
資
産
の
償
却
費
の
額
を
計

算
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

条
第
二
項
中
「
そ
の
合
計
償
却
限
度
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
第

境
負
荷
の
低
減
を
図
る
た
め
に
行
う
取
組

の
効
果
を
著
し
く
高
め
る
も
の
と
し
て
農

林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

も
の
と
す
る
。 

                                 

                                      

の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
大

臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。 

 

一 

専
ら
化
学
的
に
合
成
さ
れ
た
肥
料

又
は
農
薬
に
代
替
す
る
生
産
資
材
（
普

及
が
十
分
で
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を

生
産
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
機
械

等
及
び
当
該
機
械
等
と
一
体
的
に
整

備
さ
れ
た
建
物
等
で
あ
る
こ
と
。 

二 

前
号
に
つ
い
て
、
基
盤
確
立
事
業
実

施
計
画
に
係
る
促
進
法
第
三
十
九
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
際
、
確

認
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 



 

5 

十
一
条
の
四
第
一
項
本
文
又
は
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
り

必
要
経
費
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
償
却
費
の
限
度
額
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

【
読
み
替
え
後
】 

 
 

第
十
一
条
の
四
第
一
項
の
適
用
を
受
け
る
環
境
負
荷
低
減

事
業
活
動
用
資
産
又
は
同
条
第
二
項
の
適
用
を
受
け
る
基
盤

確
立
事
業
用
資
産
の
償
却
費
と
し
て
必
要
経
費
に
算
入
し
た

金
額
が
第
十
一
条
の
四
第
一
項
本
文
又
は
第
二
項
本
文
の
規

定
に
よ
り
必
要
経
費
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
償
却
費
の

限
度
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
当
該
資
産
を
事
業
の
用
に
供

し
た
年
の
翌
年
度
分
の
事
業
所
得
の
金
額
の
計
算
上
、
当
該
資

産
の
償
却
額
と
し
て
必
要
経
費
に
算
入
す
る
金
額
は
と
そ
の

満
た
な
い
金
額
以
下
の
金
額
で
当
該
個
人
が
必
要
と
し
て
計

算
し
た
金
額
と
の
合
計
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

 

４ 

第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

【
読
み
替
え
後
】 

 
 

第
十
一
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
確
定

申
告
書
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
る

金
額
に
つ
い
て
の
そ
の
算
入
に
関
す
る
記
載
が
あ
り
、
か
つ
、

環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
用
資
産
又
は
基
盤
確
立
事
業
活
動

用
資
産
の
償
却
費
の
額
の
計
算
に
関
す
る
明
細
書
の
添
付
が

あ
る
場
合
に
限
り
、
適
用
す
る
。 
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５ 
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の

規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

４ 

個
人
が
、
そ
の
取
得
し
、
又
は
製
作
し
、

若
し
く
は
建
設
し
た
機
械
そ
の
他
の
減
価

償
却
資
産
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
機
械

等
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
法
第
十
一
条
の
四
第

二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、

当
該
機
械
等
に
つ
き
同
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
年
分
の
確
定
申
告
書
に
当
該
機

械
等
が
同
項
に
規
定
す
る
基
盤
確
立
事
業

用
資
産
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

証
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
又
は
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
基
準
を
定
め
た
と
き
は
、
こ

れ
を
告
示
す
る
。 

 

（
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
用

資
産
等
の
特
別
償
却
） 

第
五
条
の
十
二
の
五 

施
行
令
第

六
条
の
二
の
二
第
四
項
に
規
定

す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類

は
、
当
該
個
人
が
受
け
た
環
境
と

調
和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム

の
確
立
の
た
め
の
環
境
負
荷
低

減
事
業
活
動
の
促
進
等
に
関
す

る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
三
十

七
号
。
第
一
号
に
お
い
て
「
促
進

法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
九
条
第

一
項
の
認
定
に
係
る
次
に
掲
げ

る
書
類
と
す
る
。 

一 

環
境
と
調
和
の
と
れ
た
食

料
シ
ス
テ
ム
の
確
立
の
た
め

の
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動

の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
に

基
づ
く
基
盤
確
立
事
業
実
施

計
画
の
認
定
等
に
関
す
る
省

令
（
令
和
四
年
財
務
省
、
厚
生

労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済

産
業
省
、
環
境
省
令
三
号
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
認
定
等

省
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第

一
項
の
申
請
書
に
添
付
さ
れ

た
促
進
法
第
三
十
九
条
第
一

項
に
規
定
す
る
基
盤
確
立
事

業
実
施
計
画
（
施
行
令
第
六
条

の
二
の
二
第
四
項
に
規
定
す

る
機
械
等
が
記
載
さ
れ
た
も
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の
に
限
る
も
の
と
し
、
当
該
基

盤
確
立
事
業
実
施
計
画
に
つ

き
促
進
法
第
四
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定

が
あ
つ
た
と
き
は
当
該
変
更

の
認
定
に
係
る
認
定
等
省
令

第
三
条
第
一
項
の
申
請
書
に

添
付
さ
れ
た
変
更
後
の
促
進

法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
基
盤
確
立
事
業
実
施

計
画
を
含
む
。
）
の
写
し 

二 

認
定
通
知
書
（
前
号
の
変
更

の
認
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当

該
変
更
の
認
定
に
係
る
認
定

通
知
書
を
含
む
。
）
の
写
し 

 

（
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
用
資
産
等
の
特
別
償
却
） 

第
四
十
四
条
の
四 

青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
法
人
で
環
境
と

調
和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立
の
た
め
の
環
境
負
荷

低
減
事
業
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
一
項

又
は
第
二
十
一
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
同
法
第
二
条
第

三
項
に
規
定
す
る
農
林
漁
業
者
（
当
該
農
林
漁
業
者
が
団
体
で

あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
構
成
員
等
（
同
項
に
規
定
す
る
構
成

員
等
を
い
う
。）
を
含
む
。）
で
あ
る
も
の
が
、
同
法
の
施
行
の

日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
当
該
認
定
に

係
る
次
に
掲
げ
る
機
械
そ
の
他
の
減
価
償
却
資
産
の
う
ち
同

条
第
四
項
に
規
定
す
る
環
境
負
荷
の
低
減
に
著
し
く
資
す
る

も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
政
令
で
定
め
る
規
模
の
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
環
境
負
荷
低
減
事
業
活

動
用
資
産
」
と
い
う
。
）
で
そ
の
製
作
若
し
く
は
建
設
の
後
事

業
の
用
に
供
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
も
の
を
取
得
し
、
又
は
環
境

（
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
用
資
産
等
の

特
別
償
却
） 

第
二
十
八
条
の
七 

法
第
四
十
四
条
の
四
第

一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、

機
械
そ
の
他
の
減
価
償
却
資
産
の
う
ち
同

項
に
規
定
す
る
環
境
負
荷
の
低
減
に
著
し

く
資
す
る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が

定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す

る
政
令
で
定
め
る
規
模
の
も
の
は
、
一
の
設

備
等
（
同
項
各
号
に
規
定
す
る
設
備
等
を
い

う
。
）
を
構
成
す
る
機
械
そ
の
他
の
減
価
償

却
資
産
の
取
得
価
額
（
法
人
税
法
施
行
令
第

五
十
四
条
第
一
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
計

算
し
た
取
得
価
額
を
い
う
。
）
の
合
計
額
が

 

【
再
掲
】 

（
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
用
資
産
） 

第
一
条 

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
六

条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
第
二
十
八
条

の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
大

臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。 

一 

認
定
基
盤
確
立
事
業
（
環
境
と
調
和

の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立
の

た
め
の
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
の

促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法

律
第
三
十
七
号
。
以
下
「
促
進
法
」
と

い
う
。
）
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
認

定
基
盤
確
立
事
業
を
い
う
。
）
に
よ
り

製
作
さ
れ
た
機
械
等
（
機
械
若
し
く
は

装
置
、
器
具
若
し
く
は
備
品
又
は
こ
れ

ら
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら

ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
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負
荷
低
減
事
業
活
動
用
資
産
を
製
作
し
、
若
し
く
は
建
設
し
て

、
こ
れ
を
当
該
法
人
の
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
環
境
負
荷
低

減
事
業
活
動
又
は
同
法
第
十
五
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す

る
特
定
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
の
用
に
供
し
た
場
合
（
所
有

権
移
転
外
リ
ー
ス
取
引
に
よ
り
取
得
し
た
当
該
環
境
負
荷
低

減
事
業
活
動
用
資
産
を
そ
の
用
に
供
し
た
場
合
を
除
く
。
）
に

は
、
そ
の
用
に
供
し
た
日
を
含
む
事
業
年
度
の
当
該
環
境
負
荷

低
減
事
業
活
動
用
資
産
の
償
却
限
度
額
は
、
法
人
税
法
第
三
十

一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
環
境

負
荷
低
減
事
業
活
動
用
資
産
の
普
通
償
却
限
度
額
と
特
別
償

却
限
度
額
（
当
該
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
用
資
産
の
取
得
価

額
の
百
分
の
三
十
二
（
建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備
並
び
に
構
築

物
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
十
六
）
に
相
当
す
る
金
額
を
い
う
。

）
と
の
合
計
額
と
す
る
。 

一 

環
境
と
調
和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立
の
た
め

の
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第

二
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
環
境
負
荷
低
減
事
業
活

動
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
同
法
第
十
九
条
第
四
項
に
規

定
す
る
設
備
等
を
構
成
す
る
機
械
そ
の
他
の
減
価
償
却
資

産 

二 

環
境
と
調
和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立
の
た
め

の
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第

二
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
環
境
負
荷
低
減

事
業
活
動
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
同
法
第
二
十
一
条
第

四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
設
備
等
を
構
成
す
る
機
械
そ
の

他
の
減
価
償
却
資
産 

百
万
円
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

                              

の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。 

⑶ 

慣
行
的
な
生
産
方
式
と
比
較

し
て
、
化
学
的
に
合
成
さ
れ

た
肥
料
又
は
農
薬
の
施
用
又

は
使
用
の
減
少
に
資
す
る
機

械
等
（
基
盤
確
立
事
業
実
施

計
画
（
促
進
法
第
三
十
九
条

第
一
項
に
規
定
す
る
基
盤
確

立
事
業
実
施
計
画
を
い
う
。

ハ
及
び
次
条
第
二
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
係
る
促
進
法
第

三
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
認
定
の
際
、
複
数
の
営

農
条
件
で
有
効
性
の
確
認
が

行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
） 

⑷ 

環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
（

促
進
法
第
二
条
第
四
項
に
規

定
す
る
環
境
負
荷
低
減
事
業

活
動
を
い
い
、
化
学
的
に
合

成
さ
れ
た
肥
料
及
び
農
薬
の

施
用
及
び
使
用
を
減
少
さ
せ

る
技
術
を
用
い
て
行
わ
れ
る

生
産
方
式
に
よ
る
事
業
活
動

に
限
る
。
）
の
安
定
に
不
可
欠

な
機
械
等 

ロ 

当
該
機
械
等
の
属
す
る
型
式
区

分
（
当
該
機
械
等
に
係
る
基
盤
確
立

事
業
（
促
進
法
第
二
条
第
五
項
に
規

定
す
る
基
盤
確
立
事
業
を
い
う
。
ハ

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
実
施
す
る
者

が
生
産
し
た
同
一
の
種
別
に
属
す

る
機
械
等
を
型
式
そ
の
他
の
事
項

に
よ
り
区
分
し
た
場
合
の
各
区
分

を
い
う
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

係
る
販
売
が
開
始
さ
れ
た
日
が
、
租

税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
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律
第
二
十
六
号
）
第
十
一
条
の
四
第

一
項
又
は
第
四
十
四
条
の
四
第
一

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

す
る
農
林
漁
業
者
（
促
進
法
第
二
条

第
三
項
に
規
定
す
る
農
林
漁
業
者

を
い
う
。
）
が
当
該
機
械
等
を
導
入

し
た
日
の
十
年
前
の
日
の
属
す
る

年
度
（
そ
の
年
の
一
月
一
日
か
ら
十

二
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
を
い

う
。
）
開
始
の
日
以
後
の
日
で
あ
る

こ
と
。 

ハ 

基
盤
確
立
事
業
実
施
計
画
に
係

る
促
進
法
第
三
十
九
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
日
ま

で
の
当
該
機
械
等
の
国
内
に
お
け

る
累
計
販
売
台
数
が
、
当
該
機
械
等

に
係
る
基
盤
確
立
事
業
を
実
施
す

る
者
が
生
産
し
た
旧
型
式
区
分
（
当

該
機
械
等
の
属
す
る
型
式
区
分
に

次
い
で
新
し
い
型
式
区
分
（
当
該
機

械
等
と
同
一
の
種
別
に
属
す
る
機

械
等
の
型
式
区
分
に
限
る
。
）
を
い

う
。
以
下
、
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
属
す
る
機
械
等
の
国
内
に
お
け

る
累
計
販
売
台
数
を
下
回
っ
て
い

る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
機
械
等
に

係
る
基
盤
確
立
事
業
を
実
施
す
る

者
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
の

限
り
で
は
な
い
。 

二 

前
号
に
該
当
す
る
機
械
等
と
一
体

的
に
整
備
さ
れ
た
建
物
等
（
建
物
及
び

そ
の
附
属
設
備
並
び
に
構
築
物
を
い

う
。
次
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

で
あ
る
こ
と
。 
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２ 
青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
法
人
で
環
境
と
調
和
の
と
れ
た

食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立
の
た
め
の
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動

の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
九
条
第
一
項
の
認
定
を
受

け
た
も
の
が
、
同
法
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
、
当
該
認
定
に
係
る
同
法
第
四
十
条
第
三
項
に

規
定
す
る
認
定
基
盤
確
立
事
業
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
同

法
第
三
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
設
備
等
を
構
成

す
る
機
械
そ
の
他
の
減
価
償
却
資
産
の
う
ち
同
法
第
二
条
第

四
項
に
規
定
す
る
環
境
負
荷
の
低
減
を
図
る
た
め
に
行
う
取

組
の
効
果
を
著
し
く
高
め
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も

の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
盤
確
立
事
業
用
資
産
」
と
い

う
。
）
で
そ
の
製
作
若
し
く
は
建
設
の
後
事
業
の
用
に
供
さ
れ

た
こ
と
の
な
い
も
の
を
取
得
し
、
又
は
基
盤
確
立
事
業
用
資
産

を
製
作
し
、
若
し
く
は
建
設
し
て
、
こ
れ
を
当
該
法
人
の
同
条

第
五
項
に
規
定
す
る
基
盤
確
立
事
業
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る

も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
し
た
場
合
（
所
有
権
移
転
外
リ
ー

ス
取
引
に
よ
り
取
得
し
た
当
該
基
盤
確
立
事
業
用
資
産
を
そ

の
用
に
供
し
た
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
そ
の
用
に
供
し
た
日

を
含
む
事
業
年
度
の
当
該
基
盤
確
立
事
業
用
資
産
の
償
却
限

度
額
は
、
法
人
税
法
第
三
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
基
盤
確
立
事
業
用
資
産
の
普
通
償
却
限

度
額
と
特
別
償
却
限
度
額
（
当
該
基
盤
確
立
事
業
用
資
産
の
取

得
価
額
の
百
分
の
三
十
二
（
建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備
並
び
に

構
築
物
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
十
六
）
に
相
当
す
る
金
額
を
い

う
。）
と
の
合
計
額
と
す
る
。 

３ 

第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
規
定
を
適
用
す

る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

【
読
み
替
え
後
】 

 
 

第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
確
定
申

告
書
等
に
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
用
資
産
又
は
基
盤
確
立

事
業
活
動
用
資
産
の
償
却
費
の
額
の
計
算
に
関
す
る
明
細
書

３ 

法
第
四
十
四
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す

る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
機
械
そ
の
他
の

減
価
償
却
資
産
の
う
ち
同
項
に
規
定
す
る

環
境
負
荷
の
低
減
を
図
る
た
め
に
行
う
取

組
の
効
果
を
著
し
く
高
め
る
も
の
と
し
て

農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
も
の
と
す
る
。 

 

 

【
再
掲
】 

（
基
盤
確
立
事
業
用
資
産
） 

第
二
条 

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
六

条
の
二
の
二
第
三
項
及
び
第
二
十
八
条

の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
大

臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。 

 

一 

専
ら
化
学
的
に
合
成
さ
れ
た
肥
料

又
は
農
薬
に
代
替
す
る
生
産
資
材
（
普

及
が
十
分
で
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を

生
産
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
機
械

等
及
び
当
該
機
械
等
と
一
体
的
に
整

備
さ
れ
た
建
物
等
で
あ
る
こ
と
。 

二 

前
号
に
つ
い
て
、
基
盤
確
立
事
業
実

施
計
画
に
係
る
促
進
法
第
三
十
九
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
際
、
確

認
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 
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の
添
付
が
な
い
場
合
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

４ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

４ 

法
人
が
、
そ
の
取
得
し
、
又
は
製
作
し
、

若
し
く
は
建
設
し
た
機
械
そ
の
他
の
減
価

償
却
資
産
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
機
械

等
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
法
第
四
十
四
条
の
四

第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に

は
、
当
該
機
械
等
に
つ
き
同
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
事
業
年
度
の
確
定
申
告
書
等

に
当
該
機
械
等
が
同
項
に
規
定
す
る
基
盤

確
立
事
業
用
資
産
に
該
当
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
証
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書

類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
又
は
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
基
準
を
定
め
た
と
き
は
、
こ

れ
を
告
示
す
る
。 

      

（
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
用

資
産
等
の
特
別
償
却
） 

第
二
十
条
の
十
五 

施
行
令
第
二

十
八
条
の
七
第
四
項
に
規
定
す

る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、

当
該
法
人
が
受
け
た
環
境
と
調

和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
の

確
立
の
た
め
の
環
境
負
荷
低
減

事
業
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る

法
律
（
第
一
号
に
お
い
て
「
促
進

法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
九
条
第

一
項
の
認
定
に
係
る
次
に
掲
げ

る
書
類
と
す
る
。 

一 

環
境
と
調
和
の
と
れ
た
食

料
シ
ス
テ
ム
の
確
立
の
た
め

の
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動

の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
に

基
づ
く
基
盤
確
立
事
業
実
施

計
画
の
認
定
等
に
関
す
る
省

令
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
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認
定
等
省
令
」
と
い
う
。
）
第

一
条
第
一
項
の
申
請
書
に
添

付
さ
れ
た
促
進
法
第
三
十
九

条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
盤

確
立
事
業
実
施
計
画
（
施
行
令

第
二
十
八
条
の
七
第
四
項
に

規
定
す
る
機
械
等
が
記
載
さ

れ
た
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、

当
該
基
盤
確
立
事
業
実
施
計

画
に
つ
き
促
進
法
第
四
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更

の
認
定
が
あ
つ
た
と
き
は
当

該
変
更
の
認
定
に
係
る
認
定

等
省
令
第
三
条
第
一
項
の
申

請
書
に
添
付
さ
れ
た
変
更
後

の
促
進
法
第
三
十
九
条
第
一

項
に
規
定
す
る
基
盤
確
立
事

業
実
施
計
画
を
含
む
。
）
の
写

し 

二 

認
定
通
知
書
（
前
号
の
変
更

の
認
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当

該
変
更
の
認
定
に
係
る
認
定

通
知
書
を
含
む
。
）
の
写
し 
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